
件名　令和８年度Instagramアカウント新設・運用支援業務委託にかかるプロポーザルの実施について

質疑№ 該当資料 該当箇所 質問内容 回答内容

1 プロポーザル実施要領

３．選考への参加

１）参加条件

③過去5年以内に、以下いずれかの実績を有する

こと。

・国、地方公共団体又は特殊法人等から「SNS運

用（アカウント設計・運用含む）」または「デジ

タル広報戦略」等の委託を受け、契約を完了した

実績

・国、地方公共団体又は特殊法人等が主体のSNS

連動キャンペーン等の委託を受け、契約を完了し

た実績

・国、地方公共団体又は特殊法人等向けの映像制

作（ショートドラマ等）と連動したSNS施策（制

作から配信、効果測定まで一連）を実施した実績

分社化に伴い、親会社から子会社へ完全事業譲渡した場合、親会社

時代の実績を子会社の実績として含めることは可能ですか。

可能です。ただし、当該事業の譲渡を証する書類を、参加申込に必要な書類とあわせて

提出してください。

【提出書類の例】

・事業譲渡契約書

・会社分割に係る契約書

・組織再編に関する公表資料

質問・回答内容3
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